
□補助金交付請求書（様式第9号）

■住宅耐風改修 必要書類

※その他審査に必要な図書を求める場合があります

□補助金交付申請書（様式第1号(その2) ）

□住宅の所有者及び建築年が確認できる書類 ※最新の書類を添付してください

(固定資産税課税明細書、登記事項証明書、固定資産税課税台帳兼名寄帳等の写し)

□付近の地図（対象建物の場所がわかる位置図）

□耐風診断結果の写し（屋根上調査票）

□耐風診断を行ったものが診断士であることを確認できる書類の写し

□耐風改修等を行う面積（実施工面積）が確認できる図面（屋根伏図等）

□耐風改修工事の内容を示す図書（屋根伏図、詳細図等）

※告示基準を満たすことが確認できるもの

□耐風改修工事費等の内訳書（見積書）

□耐風改修等を受けようとする住宅の全景写真（２方向）

□誓約書

○住宅の形状が判断できる概略平面図 ※併用住宅の場合のみ。

※増築がある場合は増築部（増築年、面積、位置）を明示すること

○委任状 ※業者等へ手続きを委任する場合のみ添付

補助金交付申請時
必要書類

※その他審査に必要な図書を求める場合があります

□完了報告書（様式第7号）

□耐風改修工事の実施内容を示す図書（屋根伏図、詳細図等）

※告示に適合している事を明記

□「領収書」の写し ※代理受領を行う場合は「請求書」の写しと差額分の「領収書」

□写真（施工前・施工状況及び施工後）※施工範囲全てが確認できるもの

○振込先を明記した委任状 ※補助金の代理受領を行う場合のみ添付

完了報告時
必要書類

※変更がある場合は事前に相談を行うこと

補助金交付申請時
必要書類

※完了報告時に交付請求書も同時提出可

お問合せ先 大分市役所 7階 開発建築指導課 8：30～17：15
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-5072   FAX：097-534-6201 E-mail：kensido@city.oita.oita.jp

Ｒ6年度

大分市開発建築指導課



補助金交付申請書
提出

業者 へ改修の
見積もり依頼

完了報告書
提出

補助金交付請求書
提出

業者へ工事を
依頼（契約）

書類審査を行い

補助金交付決定通知を
郵送します

書類審査を行い

補助金交付確定通知を
郵送します

補助金交付を行います

＊1業者について
業者について指定は
ありませんが、改修内
容が告示基準に規定
する耐風性能を有す
る屋根に改修する工
事である必要がありま
す。

＊2事前着手について
補助金交付決定通知
が届く前に契約・改修
工事等を行うと事前着
手となり、補助金支給
が行えませんのでご注
意ください

■住宅耐風改修 申請の流れ 大分市開発建築指導課

＊2

大分市

振込手続きに時間を要する
場合があります

代理受領制度について

申請者の方の一時的な費用負担軽減の
ため、大分市が業者等へ補助分の代金
の振り込みを直接行うことができます。
（別途委任状様式がありますので
お問い合わせください）

例えば耐風改修費用が240万円、
補助金55万2千円の場合の支払いイメージ

どちらでも選択可

提出

郵送

大分市役所 ７階
開発建築指導課へ

大分市役所 ７階
開発建築指導課へ

郵送

提出

提出 大分市役所 ７階
開発建築指導課へ

振込

※完了報告時に交付請
求書も同時に提出可

工事終了後

対象となる住宅の条件
・令和3年12月31日以前に着工されたもの
・告示に適合していない瓦屋根であること
・住宅、長屋、共同住宅であること
（店舗等の用途を兼ねる場合は当該床面積が延べ床面積の1/2未満に限る）

通常

業者

申請者

大分市

業者への支払い
確認後、補助金
55万2千円振込

費用の全額
240万円
支払い

代理受領

差額分の支払い確認後
補助金55万2千円振込

業者

申請者

大分市

＊1

費用の差額
184万8千円
支払い

業者による
耐風改修工事＊1

補助金の額
・工事費用又は屋根面積×24,000円
のいずれか低い額の23%
上限：552,000円

足場解体前
（前日までに市役所

に連絡）

足場解体前に補助範囲の
施工確認を行います。

現地確認

＊3

＊3現地確認について
補助申請範囲が全て
施工されていることの
確認を行います。
天候や工程の都合で
スケジュール調整が不
可能な場合は、市役所
にご相談下さい。

申請者(委任者)


